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変更する理由 

全国森林計画（令和３年６月15日閣議決定）に即し、林産物の搬出方法を追加し、立木の伐採

（主伐）の標準的な方法及び計画量等について変更するものである。 

 また、治山事業計画の変更について、治山流域別調査書を精査した結果に基づき、渓間工が必要

になったため追加するものである。 

なお、本変更計画の効力は、令和４年４月１日より生じる。 
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Ⅱ 計画事項 

第３ 森林の整備に関する事項 

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。） 

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

伐採については、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年３月１

６日付け２林整整第１１５７号林野庁長官通知）を踏まえて行うこととし、第２の１に定

める森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的事項によるほか、

次に掲げる基準による。 

 

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 

(1)～(２) (略)  

（3） 林産物の搬出方法等 

ア 林産物の搬出方法 

林産物の搬出については、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年

３月１６日付け２林整整第１１５７号林野庁長官通知）を踏まえて行う。 

 

イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法 

該当なし 

                                                                                                        

第５ 計画量等 

 １ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 

単位 材積：千㎥ 

区 分 
総数 主伐 間伐 

総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹 

総 数 2,327 1,699 629 828 605 224 1,499 1,094 405 

 うち前半５年分 1,154 842 312 418 305 113 736 537 199 

注 総数と内訳の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。 

 

 ２ 間伐面積 

単位 面積：㏊ 

区 分 間伐面積 

総 数 13,822 

 うち前半５年分 6,787 

 

 ３ 人工造林及び天然更新別の造林面積 

単位 面積：㏊ 

区 分 人工造林 天然更新 

総 数 2,247 397 

 うち前半５年分 1,095 194 
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 ５ 保安林の整備及び治山事業に関する計画 

（3）実施すべき治山事業の数量 

単位 地区 

森林の所在 
治山事業 

施工地区数 主な工種 備考 

市町村 区域(林班)  前半５カ年分 

八 代 市 1003､1008､1009､1012､

1014､1016､1020～1023､ 

1025～1028､1030､1031､ 

1033､1035～1040､1042､ 

1044､1046､1049、1060､ 

1106～1109､1111～1116、

1118､1119､1121～1123､ 

1138､1139､1141､1142､ 

1145､1146 

49 49 渓間工 

山腹工 

 

人 吉 市 10､11､16､18～20､45､49､

60､65～68､73､74 

14 14 渓間工 

山腹工 

 

水 俣 市 1411 ､ 1413 ､ 1419 ､ 1421 ､

1428､1429 

6 6 渓間工 

山腹工 

 

芦 北 町 1064 ､ 1435 ､ 1437 ､ 1439 ､

1441 ､ 1443 ､ 1455 ､ 1458 ､

1463 

9 9 渓間工 

山腹工 

 

錦  町 76～78､80､82､3045 6 6 渓間工 

山腹工 

 

多良木町 2007､2008､2013～2016､

2041､2085 

8 8 渓間工 

山腹工 

 

湯 前 町 2009～2011、2017～2019､

2021､2022 

8 8 渓間工 

山腹工 

 

水 上 村 2029､2036､2038 3 3 渓間工 

山腹工 

 

相 良 村 2057､2060､2061 3 3 渓間工 

山腹工 

 

五 木 村 2074 1 1 渓間工 

山腹工 

 

山 江 村 83～87 5 5 渓間工 

山腹工 

 

球 磨 村 

 

2､90～94､1462 7 7 渓間工 

山腹工 
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森林の所在 
治山事業 

施工地区数 主な工種 備考 

市町村 区域(林班)  前半５カ年分 

あさぎり町 2002､3014､3015､3050 4 4 渓間工 

山腹工 

 

 

計 

  

123 

 

123 

  

 

 

森林の所在 
治山事業 

施工地区数 主な工種 備考 

市町村 区域(林班)  前半５カ年分 

八 代 市 1001～1005､1007～1020､

1022～1027､1029～1035､

1037～1046､1052～1054､

1056～1058､1060～1063､ 

1102､1103､1106､1126､

1130､1134 

58 58 本数調整伐  

人 吉 市 9､10､12～15､20､22､30、

35～37､43～45､49､50､52､

54､55､57､60､63､65､70､

71､73､75､3030 

29 29 本数調整伐  

水 俣 市 1405､1406､1408～1411､

1413､1416～1419､1422､

1425～1430 

18 18 本数調整伐  

芦 北 町 1064､1431､1433～1435､

1437､1438､1440～1444､

1446～1448､1450､1451､

1453～1461､1463､1466､

1468､1470 

30 30 本数調整伐  

錦  町 77､79､82､3044､3045 5 5 本数調整伐  

多良木町 2004､2008､2012､2040～

2042､2085 

7 7 本数調整伐  

湯 前 町 2010、2017､2020､2025 4 4 本数調整伐  

水 上 村 2038､2039 2 2 本数調整伐  

相 良 村 2054～2059､2061､2062 8 8 本数調整伐  

五 木 村 2065 ､ 2066 ､ 2068 ､ 2069 ､

2074､2079､2082～2084 

10 10 本数調整伐  

山 江 村 83､84､88 3 3 本数調整伐  
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森林の所在 
治山事業 

施工地区数 主な工種 備考 

市町村 区域(林班)  前半５カ年分 

球 磨 村 1､4､91､93､1462 5 5 本数調整伐  

あさぎり町 2046～2048､3014､3015､

3046､3049 

7 7 本数調整伐  

 

計 

  

186 

 

186 

  

 



 
 

  

  



 
 

 

 


